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東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業における太平洋

クロマグロに係る操業自粛について

日頃より、太平洋クロマグロの資源管理に御理解と御協力を頂き感謝申し上げます。

さて、平成２９年６月２１日付け文書において、東シナ海等かじき等流し網漁業及

びかじき等流し網漁業の太平洋クロマグロ小型魚（30キロ未満）に係る操業の自粛を

要請したところですが、その後の漁獲モニタリングを集計した結果、漁獲上限４４ト

ンを超過する４４．２トン（７月２１日現在）となっておりますので、７月２２日以

降、太平洋クロマグロ小型魚（30キロ未満）に係る操業の自粛を要請します。

つきましては、今後、東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業にお

いては、クロマグロを対象とした操業の自粛に加え、混獲を含めたクロマグロ漁獲抑

制の徹底方よろしくお願いいたします。
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